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2日、9日、17日、
18日、23日、30日

【お問い合わせ】
恩納村文化情報センター　

〒904-0415 恩納村字仲泊 1656 番地 8
℡：098-982-5432【HP】 http://www.onna-culture.jp

●センターに関する情報は、ホームページで確認できます●

おすすめ

本

7月の 　暑い夏がはじまりました。紫外線対策や季節のレシピ、夏バテ対策など、暑い日々
を過ごしやすくする本を紹介いたします。
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みどりの日カルタ大会
　5月4日、みどりの日に合わせ
て「おきなわ生きものカルタ」を
使ったカルタ大会を開催し、28
名の方に参加いただきました。参
加者からは「沖縄の生きものに
ついて知ることができました」、
「楽しかった。またやりたい」な
どの声がありました。

  サザンゲートクイズラリー
　5月4日・5日、おんなの駅・博
物館と合同でクイズラリーを開
催しました。多くの利用者で賑
わっており、参加者からも楽し
かったというお声をいただきまし
た。

『ホントはコワイ夏バテ51の対策』
 福田千晶∥監修
『肌美人になるスキンケアの基本』
 友利新∥監修

暑い季節を美味しくすごす 
夏つまみ

　 きじまりゅうた//著

　サンセットウィーク中の
18時～日没までの時間、
リーディングカウンターでド
リンクを飲みながら読書で
きます。カウンターで専用を
コースターを受取り、海側の
席でごゆっくり読書をお楽
しみください。※飲み物は
各自ご持参ください。食べ
物の持込みはできません。
日時：
　7月3日(火)～7月8日(日)
　18時～夕日が沈むまで

　コンサート中は楽器の演奏や歌などでにぎやかになりま
す。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
日時： 7月7日(土)19：00～　  リコーダーアンサンブル
　　　　　　　　　　　　　　出演：アンサンブル・ベニー
　　　 7月8日(日)19：00～  　ウクレレコンサート　
場所： 2階図書フロア　
※コンサート時の貸出・利用登録は18時までです。

　本の紹介を書いて図書館ガチャやスーパーボールすくいに挑
戦しませんか。同日にうんなまつりも開催されますので、浴衣
で読書の後にうんなまつりへ足を運んでみてはいかがです
か。
日時： 7月21日(土)　小物作り・図書館ガチャ
　      7月22日(日)　スーパーボールすくい・図書館ガチャ
場所： 恩納村文化情報センター

イベント
終了

ゴールデンウィーク
特別イベント　日が沈む時間が長くなる

一週間に合わせて開館時間
を延長いたします。
　夕日が美しい海を眺めな
がらゆったりと読書を楽し
みませんか？また、図書館で
音楽を楽しむコンサートも
開催いたします。皆様のご
参加をお待ちしておりま
す。
開催期間：
　7月3日(火)～7月8日(日)
　10時～夕日が沈むまで

サンセットウィーク サンセットカフェ

七夕ライブラリーコンサート

文化情報センター夏祭り

毎年、所得の申告をしていますか？
　毎年度、国民健康保険は所得に応じて保険税の算定や、病院等での自己負担限度額がきまります。
　所得税の確定申告書を提出した方や、給与所得だけの方で勤務先から給与支払報告書が提出され
ているときは、申告書の提出は必要ありませんが、それ以外の場合は、申告が必要になります。
　下記に該当する方は各自で申告をしないと未申告になってしまいます！

申告が必要な方

農業の方 自営業の方 学生の方
（20歳以上） 収入が全くない方

まだ申告をしていない方は、早めの申告をお願いします。

申告をしな
いと

このようなデメ
リットが！

ご注意くだ
さい。

　適正な保険税の算
定ができず、もしも
所得が少ない場合で
も保険税の軽減措置
がうけられません。

　　　  世帯の所得 自己負担限度額
934 万円以上（または未申告） 252,600 円
633～ 934万円以下 167,400 円
243～ 633万円以下 80,100 円
243万円以下の課税世帯 57,600 円
住民税非課税 35,400 円

○70歳未満の場合（月額）

保険税は納期内に
納めましょう

高額療養費、自己負担限度額が変わります！

　納付期限を過ぎてしまうと、金融機関、
郵便局、コンビニエンスストアでは納付
できません。納付期限を過ぎると、督促
料や延滞料がつく他、役場窓口での納付
書再発行の手続きが必要となります。ご
注意ください。
　各期限内の納付が困難な時は、早めの
ご相談をお願いします。

１ヶ月の医療限度額が 252,600円以上に！

国民健康保険からのお知らせ

　70～ 74 歳の方の限度額が平成 30 年 8 月からは下記の
ように変更となります。
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 医療分 支援分 介護分 合計
 54 万円 19 万円 16 万円 89 万円

 医療分 支援分 介護分 合計
 58 万円 19 万円 16 万円 93 万円

法改正に伴い

お問い合わせ：福祉健康課　国保係　☎966-1207

○平成 30年度国民健康保険税の納付期限

　納め忘れのない口座振替も
おすすめです。
　詳しくは納税通知書の 4～
5ページをごらんください。

 5 期 6 期 7 期 8 期
 11/30 1/4 1/31 2/28

所得区分

現役並み所得者Ⅲ
（課税所得690万円以上）
現役並み所得者Ⅱ

（課税所得380万円以上）
現役並み所得者Ⅰ

（課税所得145万円以上）

一般

低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

　　　　　　 自己負担限度額 
   外来（個人単位）            入院・世帯単位
252,600 円＋（総医療費－842,000 円）×1％
　　　　 〈多数回該当：140,100 円〉
167,400 円＋（総医療費－558,000 円）×1％
　　　　　〈多数回該当：93,000 円〉
80,100 円＋（総医療費－267,000 円）×1％
　　　　　〈多数回該当：44,400 円〉

　毎年、2 月～ 3 月 15 日は村
県民税の申告時期です。
　1 月 1 日現在、住所を登録し
ている市町村で前年中の所金額
等の申告をお願いしております。

 1 期 2 期 3 期 4 期
 7/31 8/31 10/1 10/31

※年金特別徴収の方は年金受給日に天引きされます。

 18,000 円 57,600 円
 （年間上限 14.4 万円） 〈多数回該当：44,400 円〉
 

8,000 円
 24,600 円

  15,000 円

改正前の限度額

改正後の限度額

11 10広報おんな 2018.７広報おんな 2018.７


